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事務手続きの流れ

市街化区域外の農用地等に限ります。
農用地等を借り受ける期間は、原則10年以上とします。

公的機関である農地バンクが
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農用地利用集積計画の農業員会の決定／市町の公告

農用地利用集積計画案の作成

農用地利用集積計画への同意協議

農用地利用集積計画原案の作成

利害関係人の意見聴取（ホームページにて）

農地の出し手　借受希望者募集への応募（随時受付）

農地の受け手　貸付希望農地の登録（随時受付）
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